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2026 年 2 月 25 日 

各  位 

会 社 名 マーチャント・バンカーズ株式会社 

 代表取締役社長兼 CEO 髙 﨑 正 年 

 （コード 3121 東証スタンダード） 

問合せ先 執行役員 CFO 加 藤 東 司 

 （TEL 03-6434-5540） 

 

 

（開示事項の経過）Life Innovation Holdings 株式会社の株式の取得(持分法適用関連会社化) 

並びに第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ 

 

 

当社は、2026 年 1 月 26 日付適時開示資料「（開示事項の経過）Life Innovation Holdings 株式会社

の株式の取得(持分法適用関連会社化)に関するお知らせ」のとおり、2026 年１月 26 日に開催した取締

役会において、Life Innovation Holdings 株式会社（以下、「Life Innovation 社」といいます。）が

実施する第三者割当増資を引き受けることにより、Life Innovation 社の株式 51 株を取得することによ

り Life Innovation 社に 33.8％出資し、Life Innovation 社を持分法適用関連会社とすることを開示い

たしました。 

今般、当社は、2026 年 2 月 25 日開催の取締役会で、当社が取得する Life Innovation 社株式の一部

について、Life Innovation 社が実施する第三者割当増資を引受けるのではなく、Life Innovation 社の

大株主である園部皓志氏より現物出資を受け、当該株式取得の対価の支払いのため第三者割当による自

己株式の処分（以下「本件自己株式処分」という。）を行うことに変更する旨を決議いたしました。 

当社は、当社の企業価値向上のため、Life Innovation 社を持分法適用関連会社とするだけでなく、

さらに、Life Innovation 社の事業計画の６カ月間（2026 年２月～2026 年８月）程度における進捗を前

提として、17%の追加出資により Life Innovation 社を連結子会社化することにつきましても、Life 

Innovation 社と合意しておりますが、Life Innovation 社の事業推進者である園部皓志氏に当社株式を

割当てることにより、園部皓志氏との間で、当社企業価値向上について、インセンティブを共有するも

のであります。 

本スキームを選択した経緯としては、当初は、Life Innovation 社が実施する第三者割当増資を当社

が引き受けることにより、同社株式を取得するスキームを想定しておりましたが、その後、同社の事業

計画の具体化及び当社グループとの連携内容の検討を進める過程において、同社の事業推進の中核を担

う園部皓志氏個人との間で、より直接的に当社企業価値向上に対するインセンティブを共有することが

望ましいとの判断に至りました。 

Life Innovation 社の事業成長は、園部氏の経営手腕および事業推進力に大きく依存することから、

園部氏自身を当社株主とし、当社株価及び企業価値の向上が園部氏の経済的利益に直接反映されるスキ

ームとすることで、当社と園部氏との利害を一致させ、中長期的な協業関係をより強固なものとするこ

とを目的としております。 

このため、2026 年 2 月 25 日開催の取締役会において、当社が取得予定であった Life Innovation 社

株式の一部について、同社第三者割当増資の引受による取得から、園部氏保有株式の現物出資を受ける

方法へ変更し、これに対する対価として当社自己株式を処分するスキームに変更することを決議いたし

ました。 

 

Ⅰ．Life Innovation 社の株式の取得(持分法適用関連会社化) 

1．株式の取得(持分法適用関連会社化)の理由 

Life Innovation 社は、国内の大手アパレル会社のファッションデザイナーとしての経歴を持つ園部

皓志氏が、クレサヴァ株式会社（本社：東京都港区南青山三丁目 4番 7 号 401 号室、以下、「クレサヴ

ァ社」といいます。）の代表取締役として、廃棄衣類のリサイクル事業および日本の伝統素材である和

紙を活用した新たな素材・事業分野に取り組んできた経験をもとに、環境性と文化的価値を両立した持

http://www.mbkworld.co.jp 
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続可能な事業モデルの構築を通じ、循環型社会の実現と事業のさらなる成長を見据えて、当社との共同

事業により、さらに進化するため、2025 年 12 月に設立した会社です。 

 

とりわけ、「和紙」を活用した繊維事業では、世界的 No.1 クラスのグローバルブランドへの供給契約

が確定しており、Life Innovation 社は、当社との資本提携関係のもと、 

① 土にかえる「和紙」を使った糸や繊維素材を生産し、グローバルブランドや繊維商社に供給す

る事業 

② 廃棄衣料から、製鉄にも対応可能な石炭同様の高熱量を発し、二酸化炭素削減にも貢献する

「コークス」を抽出し、自動車や金属精製の工場に供給する事業 

これらの生産設備に投資し、供給体制を構築し､安定的に売上利益を拡大するものです。 

 

園部皓志氏が、クレサヴァ社で積み上げてきた代表的な実績は、以下のとおりです。 
新たな食の価値の創出を行う次世代の起業家支援を目的としたコンテスト「Cullnary Action On The Road by 

BCC2023」にクレサヴァ園部代表が参加し、「TFI 賞」を受賞しました。 

https://tokyofoodinstitute.jp/column/report_culinary_action_on_the_road2023/ 

 

清水建設、作業着を土壌改良材に 焼却減らし資源を循環 

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC251PI0V21C24A2000000/ 

 

高島屋様 循環先を選択できる回収 BOX や廃棄物を可視化できるごみ分別施設を設置 

https://www.nikkei.com/article/DGXZRSP681555_X01C24A1000000/ 

 

東急ブランズ様 「ブランズ川越新富町」にて、モデルルーム来場者及びマンション入居者が参加する資源循環取

り組みを開始 

https://www.excite.co.jp/news/article/Prtimes_2024-07-05-6953-334/ 

 

三井不動産とクレサヴァが共創！サステナブルファッションをコンセプトにした「KISARAZU CONCEPT STORE」の手

応えを聞いた 

https://mugenlabo-magazine.kddi.com/list/mitsuifudosan_cresava/ 

 

CIRCULAR FARM コナカが展開する「エコナカ フタタビ」プロジェクトに参画回収されたスーツを土に還る資源へ 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000083355.html 

 

 

２．持分法適用関連会社化する会社の概要 

（2026 年 2 月 25 日現在） 

（１） 名 称 Life Innovation Holdings 株式会社 

（２） 所 在 地 東京都港区南青山四丁目 15 番 29 号 

（３） 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役 園部 皓志 

（４） 事 業 内 容 衣類の再生・循環事業および「和紙」を活用した繊維事業 

（５） 資 本 金 59,225 千円 

（６） 設 立 年 月 日 2025 年 12 月 19 日 

（７） 大 株 主 及 び 持 株 比 率 園部 皓志 85.47％、当社 14.53％ 

（８） 当 社 と 当 該 会 社 

と の 関 係 

当社が 14.53％出資しておりますが、人的関係、取引関係とも

ありません。関連当事者に該当いたしません。 

（９） 経営成績及び財政状態 設立後最初の決算期が到来しておりません。 

 

３．株式取得の方法 

当社は、Life Innovation 社株式 40 株（1 株当たり 6,850 千円、総額 274,000 千円、Life Innovation

社発行済株式の 34.18％）を取得することとし、うち 17 株（116,450 千円）は、すでに 2026 年１月 30

日を払込期日とする Life Innovation 社が実施する第三者割当増資を引き受けており、残り 23 株

(157,550 千円)は、「４．株式取得の相手先の概要」記載のとおり、園部皓志氏より取得いたします。

なお、園部皓志氏より取得する株式価額の支払いに関しては、Life Innovation 社の株式の現物出資を
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引受対価とする自己株式の処分（後記「Ⅱ．１．処分要項」をご参照ください。）によるものとする予

定です。 

 

４．株式取得の相手先の概要 

（１） 氏 名 園部 皓志 

（２） 住 所 東京都港区 

（３） 
上 場 会 社 と 

当 該 個 人 の 関 係 

資本関係、人的関係、取引関係ともありません。 

関連当事者に該当いたしません。 

 

５．取得株式数，取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

（１） 異動前の所有株式数 

17 株 

（議決権の数：17 個） 

（議決権所有割合：14.53％） 

（２） 取 得 株 式 数 
23 株 

（議決権の数：23 個） 

（３） 取 得 価 額 157,550 千円 

（４） 異動後の所有株式数 

40 株 

（議決権の数：40 個） 

（議決権所有割合：34.18％） 

 

６．日 程 

（１） 取 締 役 会 決 議 日 2026 年 2 月 25 日 

（２） 契 約 締 結 日 2026 年 2 月 25 日 

（３） 株 式 取 得 予 定 日 2026 年３月 13 日 

 

７．今後の見通し 

 Life Innovation 社の持分法適用関連会社化により、将来的な当社連結業績に貢献するものと考

えておりますが、現状、2026 年 10 月期の業績に対する影響は、軽微なものと考えており、2026 年

10 月期の業績に重要な影響を及ぼすことが想定されることとなった場合、速やかに公表いたします。 

 

Ⅱ．第三者割当による自己株式の処分 

１．処分の概要 

（１）処分期日 2026 年３月 13 日 

（２）処分する株式の種類及び数 640,400 株 

（３）処分価額 １株につき 246 円 

（４）処分総額 157,538,400 円 

（５）募集又は処分方法 

（処分予定先） 

第三者割当の方法により、次の者に割り当てます。 

園部 皓志 640,400 株 

（６）その他 上記の各号については、金融商品取引法に基づく届出

の効力発生を条件としております。 

 

２．処分の目的及び理由 

当社は、上記「Ⅰ．Life Innovation 社の株式の取得(持分法適用関連会社化)」の「３.株式取得の

方法」に記載のとおり、Life Innovation 社の発行済株式の 19.7％にあたる 23 株を、園部皓志氏（以

下「処分予定先」という。）から譲り受けますが、この取得対価の支払いのため、処分予定先と協議

した結果、処分予定先を対象とする本自己株式処分を行うこととしたものであります。 

当社は、資本政策の柔軟性、機動性を確保することを可能とするために取得した自己株式を2026年

2 月 25 日現在 720,013 株保有しております。 

上記「Ⅰ．Life Innovation 社の株式の取得(持分法適用関連会社化)」の「1．株式の取得の理由」

のとおり、当社は、企業価値向上のため、Life Innovation 社を持分法適用関連会社とし、さらに、
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Life Innovation 社の事業計画の６カ月（2026 年２月～2026 年８月）間程度における進捗を前提とし

て、17%の追加出資により連結子会社化することにつきましても、Life Innovation 社と合意しており

ますが、Life Innovation 社の事業推進者である処分予定先に当社株式を割当てることにより、処分

予定先との間で、当社企業価値向上について、インセンティブを共有するものであります。 

本スキームを選択した経緯としては、当初は、Life Innovation 社が実施する第三者割当増資を当

社が引き受けることにより、同社株式を取得するスキームを想定しておりましたが、その後、同社の

事業計画の具体化及び当社グループとの連携内容の検討を進める過程において、同社の事業推進の中

核を担う園部皓志氏個人との間で、より直接的に当社企業価値向上に対するインセンティブを共有す

ることが望ましいとの判断に至りました。 

Life Innovation 社の事業成長は、園部氏の経営手腕および事業推進力に大きく依存することから、

園部氏自身を当社株主とし、当社株価及び企業価値の向上が園部氏の経済的利益に直接反映されるス

キームとすることで、当社と園部氏との利害を一致させ、中長期的な協業関係をより強固なものとす

ることを目的としております。 

このため、2026年 2月 25日開催の取締役会において、当社が取得予定であったLife Innovation 社

株式の一部について、同社第三者割当増資の引受による取得から、園部氏保有株式の現物出資を受け

る方法へ変更し、これに対する対価として当社自己株式を処分するスキームに変更することを決議い

たしました。 

本件自己株式処分における処分価額については、第三者算定機関による Life Innovation Holdings

社株式の価値算定結果（１株当たり 6,850,000 円）を同社株式の公正価値の基礎としております。 

2026 年１月 26 日時点において想定していた第三者割当増資引受スキームにおける１株当たり

5,333,333 円という価格は、当該スキームにおける発行済株式数および当社取得持分比率を前提とし

て、当初想定していた投資総額との整合を図る観点から当事者間で相対的に決定したものであり、第

三者算定に基づく企業価値を直接反映した価格ではありません。 

その後、園部氏保有株式の現物出資と当社自己株式処分を組み合わせたスキームへ変更したことに

伴い、同社の発行済株式数構成および当社取得持分比率が変動したため、取得株式数および１株当た

り取得価額についても、第三者機関による算定に基づく公正価値（１株当たり 6,850,000 円）を前提

としつつ、当初想定していた投資総額および取得後持分比率との整合を図る観点から、改めて当事者

間協議により相対的に決定しております。 

したがって、本件は 2026 年１月 26 日から同年２月 25 日の短期間において Life Innovation 

Holdings 社の企業価値が実質的に増加したものではなく、取得方法および発行済株式構成の変更に伴

う持分設計の見直しにより、１株当たりの形式的な価格が変動したものであります。 

また、取締役会においては、第三者機関による算定結果、取得後の持分比率および投資総額の妥当

性等を総合的に勘案したうえで、当社および既存株主に不利益を及ぼすものではなく、特定の割当先

に経済的利益を供与するものでもないと判断しております。 

 

３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

処分予定先が所有する Life Innovation 社普通株式 23 株（157,550 千円）の現物出資による払込の

ため、該当する事項はありません。 

なお、現物出資の方法によるため、金銭の払込はありませんが、発行諸費用の支払いがあります。 

発行諸費用の概算額は 4,950 千円（税抜）でその内訳は株式価値算定費用、割当先調査費用、現物

出資に係る証明書作成費用並びに諸書類作成費用等であります。 

 

４．資金使途の合理性に関する考え方 

処分予定先が所有する Life Innovation 社普通株式 23 株（157,550 千円）の現物出資による払込の

ため、該当する事項はありません。なお、Life Innovation 社普通株式 23 株（157,550 千円）の価値

については、後記「５．処分条件の合理性」をご参照ください。また、Life Innovation 社普通株式

を取得することの合理性については、前記「２．処分の目的及び理由」をご参照ください。 
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５．処分条件等の合理性 

（１）処分価額の算定根拠及びその具体的内容 

本自己株式処分の払込金額は、処分予定先との協議の結果、本自己株式処分に係る取締役会決議

日の直前取引日（2026 年 2 月 24 日）までの６カ月間の株式会社東京証券取引所スタンダード市場

における終値平均である 245.83 円を基準とし、小数点以下を切り上げた 246 円といたしました。 

本自己株式処分の払込金額は、当社株式の最近の価格変動を勘案し、本自己株式処分に係る取締

役会決議日の直前取引日の終値ではなく、一定期間の平均株価を採用することが算定根拠として客

観性が高く、合理的であると考えております。 

日本証券業協会「第三者割当増資の取扱いに関する指針」(2010 年４月１日付 以下、「日証協

指針」といいます。)によると、第三者割当により自己株式の処分を行う場合には、その払込金額

は原則として自己株式の処分に係る取締役会決議の直前日の価額（直前日における売買がない場合

は、当該直前日から遡った直近日の価額）を基準として決定することとされておりますが、直近日

又は直前日までの価額又は売買高の状況等を勘案し、当該決議の日から払込金額を決定するために

適当な期間（最長６カ月）をさかのぼった日から当該決議の直前日での間の平均の価額を基準とし

て決定することができるとされていることから、本自己株式処分に係る取締役会決議日の直前取引

日までの６カ月間における終値平均を基準といたしました。 

本自己株式処分の払込金額の算定にあたっては、日証協指針に基づき、取締役会決議日の直前取

引日までの最長６カ月間の終値平均を基準とすることが認められていることから、当社株式の短期

的な価格変動の影響を排除し、より中期的な市場評価を反映させる観点から、６カ月間の終値平均

を採用しております。 

当社株価は、直近６カ月間で最低 189 円～最高 379 円の大幅な値幅（約２倍）を示しており、短

期的な終値１点や１カ月、３カ月平均値では確定的な市場評価を示しにくい状況にあり、特定日の

終値や１カ月、３カ月といった短期間の平均値では、一時的な需給要因の影響を受けやすく、当社

の実質的な企業価値を適切に反映しないおそれがあると判断いたしました。 

このため、本件では市場評価の平準化と客観性の確保を重視し、指針上認められる最長期間であ

る６カ月平均を用いることで、処分予定先との間における恣意性を排除し、既存株主保護の観点か

らも合理性の高い算定方法を採用しております。また、本件は現物出資を伴う自己株式処分であり、

当社としては株式価値評価の客観性および説明可能性をより重視する必要があることから、短期指

標ではなく中期平均を採用しております。 

なお、本自己株式処分の払込金額は、本自己株式処分に関する取締役会決議日の直前取引日の終

値である227円から8.37％のプレミアム、当該直前取引日までの１カ月間の終値平均である228.65 

円から 7.59％のプレミアム、当該直前取引日までの３カ月間の終値平均である 220.53 円から

11.55％のプレミアム、当該直近取引日までの６カ月間の終値平均である245.83円から0.07％のプ

レミアムとなっております。 

上記払込金額は、本取締役会決議日の直前営業日並びに直前１カ月間、直前３カ月間及び直前６

カ月間の終値の平均値に 0.9 を乗じた額以上の価額であることからも、当社は本第三者割当が特に

有利な価格での発行に明らかに該当しないものと判断しております。なお、かかる考え方は、日本

証券業協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」にも準拠したものとなっております。 

また、本第三者割当に係る取締役会におきまして、当社監査役３名全員から、うち２名は本第三

者割当に係る取締役会に出席し、残り１名はあらかじめ、上記の算定根拠に基づく払込金額の決定

は、当社普通株式の価値を表わす客観的な値である市場価格を基準にし、日本証券業協会の「第三

者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠したものであり、当社の直近の財政状態及び経営成績等

を勘案し、適正かつ妥当であり、処分予定先に特に有利ではなく、適法である旨の意見を得ており

ます。 

（Life Innovation 社株式の価値の算定） 

Life Innovation 社の普通株式の株式価値（当社が取得する Life Innovation 社株式 23 株の価

値）157,550,000 円の算定においては、当社は、当社及び処分予定先から独立した第三者である東

京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社（以下、「ＴＦＡ社」といいます。）に対し、価値算

定を依頼し、2026 年２月 16 日付で株式価値算定書を取得しております。なお、ＴＦＡ社は、当社

及び Life Innovation 社の関連当事者には該当せず、当社及び Life Innovation 社との間で重要な

利害関係を有しません。 
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ＴＦＡ社は、将来の事業活動の状況を評価に反映するためディスカウンテッド・キャッシュ・フ

ロー法（以下「ＤＣＦ法」といいます。）を採用して、Life Innovation 社普通株式の価値を算定

しています。ＤＣＦ法では、Life Innovation 社の 2026 年９月期から 2030 年９月期までの事業計

画等の諸要素を考慮し Life Innovation 社が生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フローを

一定の割引率で現在価値に割り引いて Life Innovation 社の企業価値や株式価値を分析し、普通株

式の１株当たりの価値の範囲を 6,516,110 円～7,964,134 円と算定しております。 

当社はＴＦＡ社による Life Innovation 社の株式価値の算定結果を参考に、Life Innovation 社

の株式価値について財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、処分予定

先と慎重に協議を重ねた結果、１株当たりの価値について 6,850,000 円が妥当であるとの判断に至

り、合意いたしました。 

 

（２）処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

本件自己株式処分にかかる処分株数 640,400 株（議決権 6,404 個）は、2025 年 10 月 31 日現在

の当社普通株式の発行済株式総数 31,806,190 株に対して 2.01％（議決権総数 310,579 個に対す

る割合 2.06％）に相当し、株式の希薄化の程度及び流通市場への影響は軽微であると考えており

ます。本件自己株式処分は当社の今後の事業拡大や企業価値向上に資するものと考えており、本件

自己株式処分に係る処分株式数および株式の希薄化規模は合理的であると考えております。 

 

６．処分予定先の選定理由等 

（１）処分予定先の概要 

ａ． 氏 名 園部 皓志 

ｂ． 住 所 東京都港区 

ｃ． 職 業 の 内 容 
Life Innovation Holdings 株式会社 代表取締役 

（所在地：東京都港区南青山四丁目 15 番 29 号） 

ｄ． 上 場 会 社 と 

当該個人との間の関係 

資本関係、人的関係、取引関係ともありません。 

関連当事者に該当いたしません。 

 

（２）処分予定先を選定した理由 

前記「２．処分の目的及び理由」をご参照ください。 

 

（３）処分予定先の保有方針 

当社は、処分予定先より、本件自己株式処分により取得する株式を中長期的に保有する意向であ

ることを口頭にて伺っております。 

なお、当社は処分予定先から、割当後２年間において当該株式の全部または一部を譲渡した場合

には、直ちにその内容を当社に書面により報告すること、当社が当該報告内容を東京証券取引所に

報告すること及び当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意する旨の確約書を受領する予定

であります。 

 

（４）処分先の払込みに要する財産の存在について確認した内容 

処分予定先が保有する Life Innovation 社株式の現物出資による払込みのため、該当事項はあり

ません。 

なお、処分予定先の Life Innovation 社株式の保有状況を Life Innovation 社の 2026 年１月 30

日現在の株主名簿をもっての確認を実施することで、払込に要する財産の所在確認を行っておりま

す。 

 

（５）処分予定先の実態 

当社は、処分予定先が暴力団等の反社会的勢力であるか否かについて、独自に専門の第三者調査

機関であるリスクプロ株式会社（住所：東京都千代田区九段南二丁目３番14号靖国九段南ビル２階 

代表取締役：小板橋仁）に調査を依頼し、同社より調査報告書を受領しました。当該調査報告書に

おいて、当該処分予定先及びその関係者が反社会的勢力とは何ら関係がない旨の報告を受けており
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ます。上記のとおり処分予定先が反社会的勢力とは一切関係がないことを確認しており、別途その

旨の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しています。 

 

７．処分後の大株主及び持株比率 

（１）本新株式発行後の大株主の状況 

募集前（2025年10月31日現在） 募集後 

アートポートインベスト株式会社 32.06% アートポートインベスト株式会社 32.06% 

株式会社ぽると 14.42% 株式会社ぽると 14.42% 

TOTAL NETWORK HOLDINGS LIMITED 14.39% TOTAL NETWORK HOLDINGS LIMITED 14.39% 

PHILLIP SECURITIES(HONG KONG) 

LIMITED 
2.87% PHILLIP SECURITIES(HONG KONG) 

LIMITED 
2.87% 

株式会社Ｃｏｌｏｒｓ Ｊａｐａｎ 2.08% 株式会社Ｃｏｌｏｒｓ Ｊａｐａｎ 2.08% 

KGI ASIA LIMITED-CLIENT ACCOUNT 1.07% 園部 皓志 2.01% 

戸谷 松一 0.94% KGI ASIA LIMITED-CLIENT ACCOUNT 1.07% 

株式会社ケイ・アイ・シー 0.79% 戸谷 松一 0.94% 

KAY LEO BROTHERS LIMITED 0.63% 株式会社ケイ・アイ・シー 0.79% 

野村證券株式会社 0.55% KAY LEO BROTHERS LIMITED 0.63% 

（注）１．処分後の大株主および持株比率については、2025 年 10 月 31 日現在の株主名簿を基準とし

て、本件自己株式処分による増減株式を考慮したものであります。持株比率は、発行済株

式総数(自己株式を含みます。) に対する所有株式数の割合を小数点第三位で切捨てして表

示しております。 

２．上記のほか当社所有の自己株式 720,013 株（2.26%）（2025 年 10 月 31 日現在）は割当後

79,613 株（0.25%)となります。 

 

８．今後の見通し 

Life Innovation 社の持分法適用関連会社化により、将来的な当社連結業績に貢献するものと考

えておりますが、現状、本件自己株式処分並びに Life Innovation 社の持分法適用関連会社化が、

2026 年 10 月期の業績に対する影響は、軽微なものと考えており、2026 年 10 月期の業績に重要な影

響を及ぼすことが想定されることとなった場合、速やかに公表いたします。 

  

９．企業行動規範上の手続きに関する事項 

本自己株式処分により生じる株式の希薄化率は 25％未満であり、また、当該処分により支配株主

又はこれに準ずる者の異動が生じる見込みもありません。  

このため、本自己株式処分は、東京証券取引所の定める上場規則第 432 条及び同規則に基づく

「企業行動に関する規範」の趣旨に照らして、著しい希薄化を伴う第三者割当等に該当せず、株主

の利益保護および意思確認の観点から特段の対応を要するものではありません。  

したがって、本自己株式処分については、独立した第三者からの意見の取得または株主に対する

意思確認手続を実施する必要はないものと判断しております。 
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10．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（１）最近３年間の業績（連結）                                (千円) 

 2023 年３月期 2023 年 10 月期 2024 年 10 月期 2025 年 10 月期 

売    上    高 4,352,285 1,538,273 4,446,741 3,383,239 

営  業  利  益 355,884 △13,235 326,376 285,230 

経  常  利  益 144,101 △84,885 99,812 △31,856 

親会社株主に帰属する 

当 期 純 利 益 

△66,113 98,533 182,415 △85,849 

１株当たり当期純利益（円） △2.25 3.37 6.23 △2.90 

１株当たり配 当 金（円） ― 1.00 2.00 2.00 

１株当たり純 資 産（円） 134.32 137.64 142.71 149.67 

 

（２）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況 

 
株式数 

発行済株式数に 

対する比率 

発行済株式数 31,806,190 株 100.0％ 

現時点での転換価額（行使価額）における潜在

株式数 

― ― 

下限値の転換価額（行使価額）における潜在株

式数 

― ― 

 

（３）最近の株価の状況 

① 最近３年間の状況 

 2023 年３月期 2023 年 10 月期 2024 年 10 月期 2025 年 10 月期 

始値 308 円 280 円 304 円 300 円 

高値 335 円 317 円 398 円 379 円 

安値 261 円 262 円 245 円 248 円 

終値 303 円 312 円 302 円 253 円 

   

② 最近６カ月間の状況 

 2025 年 

９月 

 

10 月 

 

11 月 

 

12 月 

2026 年 

１月 

 

２月 

始値 290 円 278 円 255 円 230 円 199 円 229 円 

高値 346 円 285 円 280 円 249 円 237 円 247 円 

安値 266 円 248 円 229 円 189 円 198 円 212 円 

終値 278 円 253 円 234 円 200 円 231 円 227 円 

 注）2026 年２月の値は 2026 年２月 24 日までの株価となっています。 

 

 ③ 発行決議日前営業日における株価 

  2026 年 2 月 24 日 

始値 220 円 

高値 229 円 

安値 217 円 

終値 227 円 
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（４）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

 

  ①第三者割当による新株式の発行 

割当日  2025 年７月 14 日  

発行新株式数  普通株式 2,316,300 株  

発行価額  １株につき 331 円  

資金調達の額  766,695,300 円   

割当先 Hong Kong Sunlight House Limited 2,316,300 株 

募集時における発行済株

式数  

29,489,890 株 

発行時における当初の資 

金使途  

М＆Ａ、企業・案件への投資資金：734 百万円 

発行時における支出予定 

時期 

2025 年８月～2025 年 12 月 

現時点における充当状況 全額充当済み 

 

②第三者割当による第 17回新株予約権の発行 

払込期日 2025 年７月 14 日 

発行新株予約権数 91,954 個 

発行価額 総額金 33,287,348 円 

（新株予約権１個当たり 362 円） 

発行時における 

調達予定資金の額 

3,233,286,548 円 

（内訳） 新株予約権発行分：    33,287,348 円  

新株予約権行使分： 3,199,999,200 円 

割当先 Hong Kong Sunlight House Limited 91,954 個 

募集時における 

発行済株式数 

29,489,890 株 

当該募集による潜在

株式数 

9,195,400 株  

 

発行時における当初

の資金使途 

М＆Ａ、企業・案件への投資資金：3,117 百万円 

発行時における当初

の支出予定時期 

2026 年１月～2028 年４月 

(注) 第 17 回新株予約権につきましては、2025 年７月 25 日付開示資料「第 17 回新株予約権の取得及

び消却に関するお知らせ」のとおり、買取消却したため、行使状況並びに調達した資金はありま

せん。 

 

11．処分要項 

「１．処分の概要」に記載のとおり。 

 

以 上 


